
議案第 ３ 号

沖縄県立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則について

以下の理由により、沖縄県立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正す

る規則案を別紙のとおり提出する。

令和２年７月30日提出

沖縄県教育委員会教育長 金城 弘昌

理 由

中城村の土地区画整理事業に伴う人口増加により、学校の近接性や通学の利便性

の観点から現行の通学区域を地域の実態にあわせるため、規則を変更する必要があ

る。

これが、この議案を提出する理由である。



（別紙）

沖縄県教育委員会規則第 号

沖縄県立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則

沖縄県立高等学校の通学区域に関する規則（平成16年沖縄県教育委員会規則第７号）の一部を次のように

改正する。

別表第１那覇学区の項中「西原高等学校の通学区域に」の次に「中城村及び」を加える。

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。



規則案の概要の説明

部課名 教育庁県立学校教育課

１ 件名

沖縄県立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則

２ 改正の経緯及び必要性

中城村の土地区画整理事業に伴う人口増加により、学校の近接性や通学の利便性

の観点から現行の通学区域を地域の実態にあわせるため、規則を変更する必要があ

る。

３ 改正案の概要

⑴ 那覇学区の西原高等学校の通学区域を変更する。（別表第１関係）

⑵ この規則は、令和３年４月１日から施行する。（附則）

４ 添付資料

⑴ 新旧対照表

⑵ 根拠法令等の参照条文
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２
条

（
略
）

第
２
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す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第

２
に
掲
げ
る
地
域
に
つ
い
て
は
、
県
全
域
と
す
る
。

２
高
等
学
校
の
入
学
者
選
抜
の
た
め
の
学
力
検
査
に
よ
る
選
抜
の
結
果
、
合
格
者
の
数
が
学
科
の

定
員
に
達
し
な
い
場
合
に
再
度
募
集
が
行
わ
れ
る
と
き
の
当
該
募
集
（
以
下
「
第
２
次
募
集
」
と

い
う
。
）
に
係
る
全
日
制
の
課
程
の
普
通
科
の
学
区
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
１
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
県
全
域
と
す
る
。

３
（
略
）

第
３
条
～
第
５
条

（
略
）

第
３
条
～
第
５
条

（
略
）

別
表
第
１

全
日
制
の
課
程
の
普
通
科
の
学
区
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１

全
日
制
の
課
程
の
普
通
科
の
学
区
（
第
２
条
関
係
）

学
区
名

高
等
学
校
名

区
域

学
区
名

高
等
学
校
名

区
域

那
覇
学
区

西
原
高
等
学
校

西
原
町
、
浦
添
西
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校
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校
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参 照 条 文
○ 沖 縄 県 立 高 等 学 校 管 理 規 則 （ 平 成 十 二 年 沖 縄

県 教 育 委 員 会 規 則 第 七 号 ）

（ 通 学 区 域 ）

第 六 条 学 校 の 通 学 区 域 は 、 沖 縄 県 立 高 等 学 校 の 通 学

区 域 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 六 年 沖 縄 県 教 育 委 員 会 規

則 第 七 号 ） の 定 め る と こ ろ に よ る 。


